
平成一一年(ワ)第一二九一八号著作権確認等請求事件
口頭弁論終結の日　平成一二年二月一八日
                判　　　　　　決
　　　　　　原              告      Ａ
　　　      右訴訟代理人弁護士      鶴  見  祐  策
　　　      同　　　　　　　　　　　岡　山　未央子
　　　　　　被              告　    株式会社あすなろ
　　　      右代表者代表取締役　    Ｂ
　　　    　右訴訟代理人弁護士      中  村  右  也
                主　　　　　　文
一　原告が映画「ちぎれ雲」の脚本について著作権を有することを確認する。
二　被告は原告に対し、金五〇万円及びこれに対する平成一一年六月一九日から支
払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三　原告のその余の請求を棄却する。
四　訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
              　事実及び理由
第一  請求
  一  主文一項と同旨。
  二  被告は原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成一一年六月一九日か
ら支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
  一  争いのない事実
    １  原告は、映画監督、脚本家であり、映画製作会社である株式会社フィル
ム・クレッセント（以下「フィルム・クレッセント」という。）の取締役である。
        被告は、俳優・歌手養成業、タレント仲介業、演劇活動、テレビ映画・映
画・演劇製作等を業務とする会社である。
    ２  被告の実質的オーナーであるＣ（以下「Ｃ」という。）は、老人介護の問
題を正面から取り上げた映画の製作を発案し、その映画の監督として予定されてい
た原告は、平成一〇年五月ころ、老人介護をテーマとする映画「ちぎれ雲」（以下
「本件映画」という。）の脚本を執筆した。
    ３  被告とフィルム・クレッセントは、平成一〇年六月三〇日、フィルム・ク
レッセントが五〇〇〇万円で本件映画の製作を請け負う旨の契約（以下「本件契
約」という。）を結んだ。
    ４  原告は、平成一〇年七月二日から本件映画の撮影を開始し、同月末ころ撮
影を終え、翌八月から編集作業を行い、同月末ころ本件映画を完成させた。
    ５  Ｄは、小説「ちぎれ雲」（以下「本件小説」という。）を著作した。本件
小説は、平成一〇年一一月一六日、株式会社河出書房新社（以下「河出書房新社」
という。）から出版された。
    ６  被告は、原告が本件映画の脚本（以下「本件脚本」という。）の著作権を
有することを争っている。
  二  本件は、原告が被告に対し、本件脚本について著作権を有することの確認を
求めるとともに、被告が本件小説に関する原告の氏名表示権を侵害したと主張し
て、不法行為による損害賠償を求める事案である。
第三  争点とこれに関する当事者の主張
  一  原告が本件脚本の著作権を有するかどうか
    １  原告の主張
      (一)  原告は、本件脚本の著作者であるから、その著作権を有する。
      (二)  原告は、本件契約により本件脚本の著作権を被告に譲渡したことはな
い。
    ２  被告の主張
        被告は、フィルム・クレッセントと本件契約を締結して本件映画の製作を
請け負わせ、製作費全額を負担しており、本件契約の第四条では本件映画の著作権
は一〇〇パーセント被告が保有すると定めている。また、本件映画は被告の実質的
オーナーであるＣが発案し、本件脚本もＣが何人かの脚本家に依頼し、最後に原告
に依頼して作られたものであり、被告はその脚本料を本件契約の請負代金を支払う
ことにより支払っている。さらに、本件契約の第八条では、被告は本件映画をあら
ゆる媒体を使用して複製し、その複製物を販売し、あらゆる手段方法により利用す



る権利を留保しており、第一二条では、フィルム・クレッセントは脚本の著作者等
との関係で被告の右権利を不完全ならしめることはないことを保証しているとこ
ろ、原告が本件脚本の著作権を有することになると、被告の本件契約第八条に規定
する権利の行使が阻害される。そして、原告は、フィルム・クレッセントの代表取
締役であるＥとともに実質的に同社を経営するものである。
        したがって、被告は、本件映画の著作権者であるだけでなく、本件脚本の
著作権を原始的に取得したものである。仮に、原告が本件脚本の著作権を取得した
としても、被告は、本件契約により原告から本件脚本の著作権の譲渡を受けた。
  二  被告が本件小説に関する原告の氏名表示権を侵害したかどうか
    １  原告の主張
        本件小説は、専ら本件脚本を原著作物として執筆され、河出書房新社から
単行本として出版された。右単行本の校正刷り段階での奥付には、原告の氏名が
「原案」として表記されていたが、現実に出版された単行本の奥付及び表紙には全
く原告の氏名が表記されず、奥付の前頁に映画スタッフの一員として他の出演者、
スタッフと同様の扱いで表記されているに過ぎない。
        このように本件小説の原著作者である原告の氏名が表示されなくなったの
は、被告が河出書房新社に対し、右のように原告氏名の表記を変更させたからであ
って、被告の行為は、原告の氏名表示権を侵害する行為である。
    ２  被告の主張
        本件小説は、本件脚本及び本件映画を原著作物として執筆されたものであ
る。
        本件小説の単行本の奥付の前頁には、「本書は、映画『ちぎれ雲』を小説
化したものです。映画『ちぎれ雲  いつか老人介護』」と表記し、スタッフとして
「脚本・監督  Ａ」と表記しており、脚本家としての原告の氏名は表示されてい
る。
      　河出書房新社は、原告の意見も聴いた上で、原告の氏名を奥付ではなく、
その前頁の映画のスタッフとして表示することにしたのであり、原告はそのような
表示にすることに同意していた。
  三　原告の損害額
    １　原告の主張
      　原告の氏名表示権の侵害による慰謝料の額は金一〇〇万円が相当である。
    ２　被告の主張
      　原告の主張を争う。
第四  当裁判所の判断
  一  事実関係
      前記第一の一の事実に証拠（甲三、四、六、七、九、一一、一二、乙三なし
い五、八、一〇、一五、証人Ｆ、原告本人）と弁論の全趣旨を総合すると、以下の
事実が認められる。
    １  被告の実質的オーナーであるＣは、平成八年一二月ころ、老人介護の問題
をテーマとする映画の製作を発案、企画し、Ｇにその脚本の作成を依頼した。Ｇ
は、平成九年一月一二日ころ、Ｃとの企画打合せに基づき、物語のラフ・スケッチ
を作成し、被告の従業員で右企画を担当していたＦ（以下「Ｆ」という。）に送付
したが、脚本の作成にまでは至らなかった。
    ２  Ｆは、平成九年二月ころ、右映画の監督として予定されていた原告に対
し、右映画の構想を伝え、シノプシスの作成を依頼した。原告は、同月二八日こ
ろ、「劇映画  枯木の家」と題するシノプシスを作成してＦに渡した。
    ３  Ｆは、平成九年三月ころ、Ｈに対し、右シノプシスを渡して右映画の脚本
の作成を依頼した。Ｈは、「誰もが予備軍（仮・枯木の家、改題）」と題する脚本
を作成したが、被告においてその内容に満足できなかったので、Ｆは、平成九年四
月ころ、Ｉに対し、右映画の脚本の作成を依頼し、Ｉは、同年六月三〇日ころ、劇
映画「陽ざしの中で」と題する脚本を完成させた。しかし、右脚本の内容につい
て、監督予定の原告とＩとの間の意見の食い違い等があったことから、右脚本は採
用されず、原告が右映画の脚本を作成することとなり、原告は、平成一〇年五月こ
ろ、本件脚本を完成させた。
    ４  被告とフィルム・クレッセントは、平成一〇年六月三〇日、本件契約を締
結したが、本件契約の契約書には、次の趣旨の条項がある。
      第四条  本映画の著作権は、甲（被告）が一〇〇パーセント保有する。
      第八条  甲（被告）は本映画を、国の内外を問わず、あらゆるゲージのあら



ゆる媒体を使用して複製し、かつそれらの複製物を販売し、配給し、上映し、放送
するほか、現に知られているならびに将来開発されるあらゆる種類の手段方法によ
って、利用することができる。
      第一二条  乙（フィルム・クレッセント）は本映画の製作に際し、本映画に
使用する著作物（原作・脚本・音楽等）の著作者、創造的要素（監督・撮影・編集
等）を担当する者及び出演者等との間に第八条の権利を不完全ならしめる内容の契
約を締結していないことを甲（被告）に対して保証する。万一、甲（被告）が第八
条所定の権利を行使した際に、これらの者から異議申し立てがなされた場合は、乙
（フィルム・クレッセント）は乙（フィルム・クレッセント）の責任と負担におい
てこれを処理解決し、甲（被告）に対しいかなる迷惑損害もかけないものとする。
    ５  原告は、平成一〇年七月二日から本件映画の撮影を開始し、同月末ころ撮
影を終え、翌八月から編集作業を始めて同月末ころ本件映画を完成させた。そし
て、同年九月五日、千葉県木更津市において、本件映画の試写会が行われた。
    ６  Ｄは、平成一〇年七月ころ、河出書房新社の編集者から本件映画のノベラ
イゼーションを打診され、同月二八日、正式にその執筆依頼を受けて、これを承諾
した。Ｄは、その数日後に河出書房新社から本件脚本の送付を受け、これに基づい
て本件小説の執筆を開始し、本件映画の撮影現場の特別養護老人ホームを取材し
た。そして、同年九月初めころ、本件小説の第一稿を脱稿して河出書房新社の編集
部に渡した。Ｄは、右脱稿後、木更津市で行われた本件映画の試写会に行き、本件
映画を観たが、開始時刻に遅れたため、映画の全部を観ることはできなかった。そ
の後、Ｄは、右第一稿に手直しを加えて、平成一〇年九月二二日、本件小説の第二
稿を完成させた。Ｄは、本件小説を完成させるまでに、右試写会のほかは、本件映
画を観ていない。
    ７  河出書房新社は、平成一〇年九月下旬ころ、本件小説の単行本の初校正ゲ
ラ刷りをＦに送付し、原告はＦからこれを受け取ったが、右初校正ゲラ刷りには、
奥付に「ちぎれ雲」、「Ｄ」、「Ａ（原案）」と三段に表記されていた。しかし、
Ｃが、本件映画及び小説の企画を立案して押し進めてきた自分の名が表記されず、
原告の名が表記されることに不満を持ったことから、Ｆは本件小説を企画した株式
会社夢の設計社を通じて河出書房新社に対し、右奥付の表記の変更を申し入れ、そ
の結果、現実に出版された単行本の奥付には「著者  Ｄ」とだけ表記されて初校正
ゲラ刷り段階にあった原告の氏名は削除され、原告の氏名は、奥付の前頁に「本書
は、映画『ちぎれ雲』を小説化したものです。」、「映画『ちぎれ雲  いつか老人
介護』と二段で記載された下の、「出演」、「製作」、「スタッフ」、「推薦・後
援」の「スタッフ」の所に、「脚本・監督  Ａ」とのみ表記された。
  二　争点一（原告が本件脚本の著作権を有するかどうか）について
    １  右一３のとおり、本件脚本は、原告が執筆したものであるから、その著作
権を有するのは原告であると認められる。
        被告は、原告が本件脚本の著作権を有することを争い、①被告は右著作権
を原始的に取得した、②仮にそうでないとしても、本件契約により原告から右著作
権の譲渡を受けたと主張する（前記第三の一２）。
        しかし、法人である被告が本件脚本のような言語の著作物の著作権を原始
取得するのは、著作権法一五条一項（職務著作）の規定が適用される場合だけであ
るところ、被告が前記第三の一２で主張するような事情は右職務著作の規定の適用
の要件たる事実には当たらないから、被告の右①の主張は主張自体失当である。
      　次に、被告の右②の主張について判断する。本件契約には、右一４認定の
ような趣旨の条項があることが認められるが、これらの条項は、被告に本件映画の
著作権が帰属すること（第四条）、被告が本件映画について利用権を有すること
（第八条）及びフィルム・クレッセントが本件映画の脚本等の著作者等との関係で
被告の右利用権を保証すること（第一二条）を定める条項であることはその文言上
明らかである。本件脚本の著作権の帰属は、右の映画に関する著作権の帰属やその
利用関係とは別個に定まるものである上、原告が本件脚本の著作権を有するとして
も、原告が本件映画について本件脚本の利用を許諾していれば、被告が右の各条項
によって認められた権利を行使することの障害となることはないものと解されるか
ら、右の各条項が存するからといって、原告が本件脚本の著作権を被告に譲渡した
ものと認めることはできない。また、右一１ないし３のとおり、本件映画はＣが発
案したものであり、その脚本は何人かの脚本家に依頼し、最後に原告に依頼して作
られたものであるが、そのような事情は、本件脚本の著作権の帰属を左右するもの
とは認められない。さらに、証拠（乙七、一五）によると、本件契約の請負代金中



には、原告の脚本料が含まれていることが認められるが、脚本料の趣旨、内容につ
いて被告と原告又はフィルム・クレッセントとの間で話合いがされた事実を認める
に足りる証拠はないこと、証拠（原告本人）によると、原告は、右脚本料について
脚本を映画に使用することに対する対価であると考えていたものと認められるこ
と、本件契約のような映画の請負契約において脚本料は脚本の著作権の譲渡代金で
あると一般に理解されていたことを認めるに足りる証拠はないことを総合すると、
右脚本料支払の事実があるからといって、原告が本件脚本の著作権を被告に譲渡し
たとは認められない。そして、他に右譲渡の事実を認めるに足りる証拠はない。し
たがって、被告の右②の主張は採用できない。
  三  争点二（被告が本件小説に関する原告の氏名表示権を侵害したかどうか）に
ついて
    １  右一６の事実によると、本件小説は本件脚本に基づいて執筆されたもので
あると認められるから、本件小説は、本件脚本を原著作物とする二次的著作物であ
ると認められる。したがって、原告は、本件小説の公衆への提供に際して原著作者
として氏名表示権を有する（著作権法一九条後段）。
    ２  右一７のとおり、河出書房新社は、本件小説の単行本の初校正ゲラ刷りの
段階では、奥付に著者である「Ｄ」と原著作者である「Ａ（原案）」を二段に併記
していたが、Ｆからの申入れにより、現実に出版された単行本の奥付には「著者  
Ｄ」とだけ表記して「Ａ（原案）」の部分を削除し、原告の氏名は、奥付の前頁の
映画の「スタッフ」の所に「脚本・監督  Ａ」と表記されたのみであったと認めら
れる。
      　右の現実に出版された単行本の奥付の記載では、原告の氏名は、映画のス
タッフとして表記されたのみであって、本件小説の原著作者として表記されたとは
認められない。これに対し、河出書房新社が作成した本件小説の単行本の初校正ゲ
ラ刷りの段階では、原告の氏名が、本件小説の原著作者として表記されていたもの
と認められる。
      　そうすると、Ｆは、河出書房新社に対して申入れをして、本件小説の原著
作者としての原告の氏名の表記を削除させたということができるから、この行為
は、本件小説に関する原告の氏名表示権を侵害する行為であるということができ
る。
    ３  被告は、河出書房新社は原告の意見も聴いた上で、原告の氏名を奥付では
なく、その前頁の映画のスタッフとして表示することにしたのであり、原告はその
ような表示にすることに同意していた旨主張する（前記第三の二２）。しかし、証
人Ｆの右の点に関する証言はきわめてあいまいであって、同証言から右の事実を認
めることはできず、原告は、本人尋問において、右事実を明確に否定する供述をし
ているから、原告が右奥付及び前頁のように原告の氏名を表示することに同意して
いたとは到底認められない。したがって、被告の主張は採用できない。
    ４　右一認定の事実によると、右２のＦの氏名表示権侵害行為は、被告の従業
員が被告の事業の執行に付き行ったものと認められるから、被告は、右侵害行為に
よって原告が被った損害を賠償する責任があるというべきである。
  四  争点三（原告の損害額）について
      証拠（甲一二、原告本人）によると、原告は、本件小説の単行本に原告の氏
名が原著作者として表示されなかったことにより、精神的損害を被ったことが認め
られ、その損害の内容、被告の侵害行為の態様その他本件に現れた諸般の事情を総
合考慮すると、原告の被った精神的損害に対する慰謝料の額は金五〇万円を相当と
認める。
  五  よって、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第四七部

　　            　裁判長裁判官        森　　　　　義　　之

        　　          　裁判官        杜　　下　　弘　　記

  裁判官榎戸道也は、転補のため署名押印することができない。
  
　　            　裁判長裁判官        森　　　　　義　　之


